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ご遺族の方へ

このたびはご親族のご逝去を悼み、謹んでお悔やみ申し上げます。​
ご遺族におかれましては、今後、様々な手続きが生じてくるかと存じます。​
死亡届の提出に伴う市役所で必要な手続きについては、本庁舎『おくやみ手続きサポートデスク』
または、各総合支所で行っていただくことができます。​
必要な持ち物をご準備の上、お手続きをお願いします。​

「おくやみ手続きサポートデスク」
をご利用ください。 
（※予約が必要です）

※必要となる窓口にて、直接手続きを行って
いただくこともできます。

各総合支所、各出張所へ
直接ご相談ください。

※​お手続き時間短縮のため、まずはお電
話にてお問い合わせください。​​

電話番号一覧は  P.35~36 へ 

市役所本庁舎
で手続きする場合 

総合支所・出張所 
で手続きする場合 

本庁舎、総合支所は、どちらでも同様の手続きができますので、最寄りの庁舎でお手続きをお願いします。
なお、内容によっては出張所でお手続きできない場合があります。
​また、アストプラザオフィス及び久居総合支所市民課時間外証明書発行等窓口ではお手続きはできません。

市役所でのお手続きの流れ 

【おくやみ手続きナビ利用案内】

スマートフォンで市役所にて必要な手続きが簡単に抽出
できます。冊子と合わせてご活用ください。
https://www.okuyaminavi.net/municipalities/24201
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「おくやみ手続きサポートデスク」のご利用について

市役所本庁舎に設置の「おくやみ手続きサポートデスク」では、ご遺族のご負担を少しでも軽減でき
るよう、死亡届に伴う市役所での必要な手続きのお手伝いやご案内をさせていただきます。お電話
にてご予約いただき、ご利用ください。（※要予約）

おくやみ手続きサポートデスク

0 5 9 - 2 2 9 - 3 1 4 5
利用
時間

月曜日から金曜日まで（ただし、祝・休日、12月29日から1月3日までを除く）
午前 9時から正午まで、午後 0時 45分から午後 4時 45分まで

場所 津市役所本庁舎1階 4 番窓口

申込
方法

ご利用希望日の前日の午前中までにお電話にて予約してください。
（先着順となりますので、予約状況によってはご希望に添えない場合があります。）
予約のお電話時に手続きに必要な持ち物等をお伝えしますので、利用日までにご
準備いただき、ご来庁ください。

専用
ダイヤル

市役所での手続きは、相続人となる方が来庁して行ってください。
​手続き内容等によっては、申請者が相続人とわかる書類（戸籍等）が必要となる場合があります。
また、相続人の方が来庁できない場合は、相続人の方の委任状（P.38）が必要となる場合が
ありますので、事前にご確認の上でご来庁ください。​

おくやみ手続きに必要な持ち物について

ご遺族の方の必要なもの

□  来庁される方の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証 等）
□  預貯金通帳、金融機関届出印（相続人代表者、喪主、年金請求者）
□  権限確認書類（相続人、受遺者等がわかる書類、代理人の場合は委任状 等）
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第２順位

常に相続人第３順位

第１順位

母

配偶者被相続人兄弟姉妹

甥・姪 子ども

孫

父

家系図の例

相続人になる方の順番

第１順位 第２順位 第３順位
配偶者・子がいる場合

配偶者と子 配偶者と故人の父母 配偶者と故人の兄弟姉妹

子・孫がいない場合 故人の父母がいない場合
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MEMO  
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区分 ✓ 該当事項 詳細ページ

住
民
登
録

□ マイナンバーカード等をお持ちの方

P.9□ 世帯主の方

□ 印鑑登録証（カード）をお持ちの方

医
療

助
成 □

障がい者医療費助成、65歳以上障がい者医療費助成、
一人親家庭等医療費助成、子ども医療費助成、妊産婦医療費助成、
精神障がい者医療費助成を受給している方

P.10

後
期

高
齢 □ 後期高齢者医療に加入している方 P.11

P.12

年
金

□ 国民年金に加入中の方
P.13

□ 障害基礎年金、寡婦年金、遺族基礎年金を受給中の方

国
保 □ 国民健康保険に加入している方または

国民健康保険の加入者がいる世帯主の方 P.14

介
護
保
険

□ 65歳以上の方または要介護・要支援認定を受けている方
P.15

□ 高額介護サービス費等を受給している方

高
齢
福
祉

□ 紙おむつ等の給付を受けている方

P.16□ 配食サービスを受けている方

□ 緊急通報装置の貸与を受けている方

□ 徘徊SOSネットワーク津に登録されている方 P.17

福
祉 □ 三重おもいやり駐車場利用証をお持ちの方 P.17

障
が
い

□ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
P.18

□ 自立支援医療（精神通院医療、更生医療または育成医療）受給者証をお持ちの方

□ 三重県心身障害者扶養共済制度に加入している方

P.19
□

特別障害者手当、経過的福祉手当、障害児福祉手当、
特別児童扶養手当、津市心身障害児童福祉年金、
津市重度心身障害者等介護手当を受給している方

□ 障害福祉サービス受給者証、地域生活支援事業受給者証及び
通所受給者証をお持ちの方 P.20

□

市役所の主な手続き（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）
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区分 ✓ 該当事項 詳細ページ

障
が
い

□ 重度障害者等紙おむつ等購入費助成事業を利用されている方 P.20

□ 視覚障害者タクシー料金助成事業を利用されている方 P.21

軽
自
動
車

□ 原動機付自転車（125cc以下）、小型特殊自動車を所有している方
P.22

□ 軽自動車を所有している方

税 □ 市・県民税が課税されている方 P.23

固
定

資
産

□ 固定資産をお持ちの方
P.24

□ 未登記家屋をお持ちの方

こ
ど
も

□ 児童手当、児童扶養手当支給対象の方（児童・保護者） P.25

□ 保育所等在園児の保護者の方 P.26

環
境

□ 犬を所有している方
P.27

□ 亡くなられた方のお住まいが空き家になる方

農
業

□ 農業者年金に加入または受給中の方
P.28

□ 農地を相続された方

市
営

住
宅 □ 市営住宅に入居されている方 P.29

林
業 □ 森林を相続された方 P.29

上
水
道

下
水
道

□ 上水道・下水道を使用している方
P.30

□ 公共下水道受益者負担金（分担金）を納付中または徴収猶予中の方

教
育

□ 就学援助申請者の方

P.31□ 幼稚園在園児の保護者の方

□ 国・県・市の指定有形文化財、史跡及び国登録有形文化財を相続された方

□ 図書館カードをお持ちの方
P.32

□ 借りている図書館の本や視聴覚資料がある方

□

市役所の主な手続き（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）
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対象者・手続きの種類 ✓ 主な手続き 問い合わせ先

戦没者等の遺族に対する
特別給付金、特別弔慰金 □ 記名変更

償還金受領
償還金支払場所または証券
保管証書に記載の郵便局

恩給を受給している方 □ 右記へお問い合わせくだ
さい。

総務省恩給相談窓口
☎ 03-5273-1400

厚生年金に加入中の方、
公的年金を受給中の方 □ 未支給年金の請求

遺族厚生年金の請求

日本年金機構 津年金事務所
（津市桜橋３丁目446-33）
☎ 059-228-9112

共済年金に加入中または受給中の方 □ 各共済組合へ
お問い合わせください。 各共済組合

企業年金に加入中または受給中の方 □ 各企業年金基金等へ
お問い合わせください。

各企業年金基金 等
企業年金連合会の場合は
☎ 0570-02-2666

特定医療費（指定難病）受給者証を
お持ちの方 □ 受給者証の返還

津保健所
（津市桜橋３丁目446-34）

☎ 059-223-5094

相続税、所得税、消費税の手続き □
右記へお問い合わせくだ
さい。税務署への相談は
事前予約が必要です。

津税務署
（津市桜橋２丁目９９）
☎ 059-228-3131（代表）

個人事業税の手続き □ 右記へお問い合わせくだ
さい。

津総合県税事務所
（津市桜橋３丁目446-34）
☎ 059-223-5025

軽自動車を所有している方
（三輪、四輪） □

名義変更または廃車

軽自動車検査協会 三重事務所
（津市雲出長常町1190-1）
☎ 050-3816-1779

二輪の軽自動車、小型自動車を
所有している方 □

三重運輸支局
（津市雲出長常町1190-9）
☎ 050-5540-2055

普通自動車を所有している方 □

自動車税に関すること □ 右記へお問い合わせくだ
さい。

三重県自動車税事務所
（津市雲出長常町1190-1）
☎ 059-253-8056

□

市役所以外の主な手続き
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対象者・手続きの種類 ✓ 主な手続き 問い合わせ先

登記されている固定資産
（土地、家屋等）をお持ちの方 □ 土地、家屋相続移転登記

津地方法務局
（津市丸之内26-8）
☎ 059-228-4372

相続放棄をされる方 □ 相続放棄の申立 津家庭裁判所
（津市中央3-1）
☎ 059-226-4711自筆の遺言書（自宅保管） □ 検認、開封

自筆の遺言書（法務局保管） □ 証明書の請求
津地方法務局

（津市丸之内26-8）
☎ 059-228-4133

電気、ガス料金等 □ 名義変更または解約 領収書等に記載されている
会社及び営業所

固定電話、携帯電話 □ 契約継続または解約
各契約会社 等

ケーブルテレビ □

名義変更または解約NHK受信料 □
NHKふれあいセンター
☎ 0120-151515
☎ 050-3786-5003

インターネット □ 各契約会社 等

運転免許証 □

返納

住所地を管轄する警察署
津警察署

（津市丸之内22-1）
☎ 059-213-0110
津南警察署

（津市久居明神町2501-1）
☎ 059-254-0110

または運転免許センター
（津市垂水2566）
☎ 059-229-1212

パスポート □
三重県旅券センター

（津市羽所町700アスト津3階）
☎ 059-222-5980

クレジットカード □ 解約 各契約会社

預金口座 □ 口座凍結解除の手続き
相続手続き 等 各金融機関 等

株式 等 □ 名義変更 等 各証券会社 等

□

市役所以外の主な手続き
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手続き内容 期　限

マイナンバーカード、通知カードの返納
亡くなられた方のマイナンバーカード等の返納は義務ではありません。
死亡後の様々な手続きで、個人番号が必要になる場合がありますので、
返納される場合は、各種手続きを終えてから返納してください。

特になし

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方のマイナンバーカードまたは通知カード 市民課 １階 A-0 番窓口
☎ 059-229-3198
または各総合支所市民福
祉課（久居総合支所は市民
課）、各出張所

１．住民登録に関する手続き

マイナンバーカード等をお持ちの方

印鑑登録証（カード）をお持ちの方
手続き内容 期　限

印鑑登録証の返納
死亡日をもって廃止されます。返納されない場合はハサミで切る等
して破棄してください。

特になし

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の印鑑登録証（カード） 市民課 １階 A-1 番窓口
☎ 059-229-3144
または各総合支所市民福
祉課（久居総合支所は市民
課）、各出張所

世帯主の方
手続き内容 期　限

世帯主の変更
（残った世帯員が１名以下の場合は手続き不要です）

亡くなられた日から14日以内

必要なもの 問い合わせ先

□ 届出人の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証 等）
※届出人が別世帯の場合は、委任状が必要となります。

市民課 １階 A-1 番窓口
☎ 059-229-3144
または各総合支所市民福
祉課（久居総合支所は市民
課）、各出張所
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2．医療助成に関する手続き

障がい者医療費助成、65歳以上障がい者医療費助成、​一人親家庭等医療費助成、
子ども医療費助成、​妊産婦医療費助成、精神障がい者医療費助成を受給している方​

手続き内容 期　限

受給資格証の返還 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の医療費受給資格証​
□ 手続きする方の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証 等）​
□ 振込口座がわかるもの（相続人、保護者）​
□ 相続人であることを証明する書類​
□ 印鑑（相続人、保護者 認印可。本人自署の場合は不要）​
□ 委任状（相続人、保護者以外の口座に振込口座を変更する場合）

保険医療助成課
１階 B-5 番窓口
☎ 059-229-3158​
または、各総合支所市民
福祉課（久居総合支所は市
民課）、各出張所​

手続き内容 期　限

振込口座の変更 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の医療費受給資格証​
□ 手続きする方の本人確認書類（マイナンバーカード、運転免許証 等）​
□ 振込口座がわかるもの（相続人、保護者）​
□ 相続人であることを証明する書類​
□ 印鑑（相続人、保護者 認印可。本人自署の場合は不要）​
□ 委任状（相続人、保護者以外の口座に振込口座を変更する場合）

保険医療助成課
１階 B-5 番窓口
☎ 059-229-3158​
または、各総合支所市民
福祉課（久居総合支所は市
民課）、各出張所​

MEMO  
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手続き内容 期　限

資格確認書等の返還 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の資格確認書​等
□ 手続きする方の本人確認ができるもの
　（マイナンバーカード、運転免許証 等）　​
□ 「亡くなられた方」、「葬祭を行った方（喪主）」及び「葬祭を行っ

たこと」がわかるもの（会葬礼状、喪主宛の請求書 等）
□ 葬祭費の振込口座がわかるもの（原則、喪主に支給）​
□ 高額療養費等の振込口座がわかるもの（相続人の口座）​

保険医療助成課
１階 B-5 番窓口
☎ 059-229-3285​
または、各総合支所市民
福祉課（久居総合支所は市
民課）、各出張所​

3．後期高齢に関する手続き

後期高齢者医療に加入している方
手続き内容 期　限

後期高齢者医療資格喪失届 亡くなられた日から14日以内

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の資格確認書等​
□ 手続きする方の本人確認ができるもの
　（マイナンバーカード、運転免許証 等）　​
□ 「亡くなられた方」、「葬祭を行った方（喪主）」及び「葬祭を行っ

たこと」がわかるもの（会葬礼状、喪主宛の請求書 等）
□ 葬祭費の振込口座がわかるもの（原則、喪主に支給）​
□ 高額療養費等の振込口座がわかるもの（相続人の口座）​

保険医療助成課
１階 B-5 番窓口
☎ 059-229-3285​
または、各総合支所市民
福祉課（久居総合支所は市
民課）、各出張所​

手続き内容 期　限

葬祭費支給申請 葬祭を行った日の翌日から
２年以内

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の資格確認書​等​
□ 手続きする方の本人確認ができるもの
　（マイナンバーカード、運転免許証 等）　​
□ 「亡くなられた方」、「葬祭を行った方（喪主）」及び「葬祭を行っ

たこと」がわかるもの（会葬礼状、喪主宛の請求書 等）
□ 葬祭費の振込口座がわかるもの（原則、喪主に支給）​
□ 高額療養費等の振込口座がわかるもの（相続人の口座）​

保険医療助成課
１階 B-5 番窓口
☎ 059-229-3285​
または、各総合支所市民
福祉課（久居総合支所は市
民課）、各出張所​
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3．後期高齢に関する手続き

手続き内容 期　限

高額療養費等振込先預金口座変更 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の資格確認書​等​
□ 手続きする方の本人確認ができるもの
　（マイナンバーカード、運転免許証 等）　​
□ 「亡くなられた方」、「葬祭を行った方（喪主）」及び「葬祭を行っ

たこと」がわかるもの（会葬礼状、喪主宛の請求書 等）
□ 葬祭費の振込口座がわかるもの（原則、喪主に支給）​
□ 高額療養費等の振込口座がわかるもの（相続人の口座）​

保険医療助成課
１階 B-5 番窓口
☎ 059-229-3285​
または、各総合支所市民
福祉課（久居総合支所は市
民課）、各出張所​
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4．年金に関する手続き

国民年金に加入中の方
手続き内容 期　限

年金の加入状況やご家族の状況を確認し、手続きをご案内
します。

速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の基礎年金番号がわかるもの（年金手帳、基礎
年金番号通知書 等 ※無い場合は、窓口でお調べします。）

□ 死亡診断書の写し
※上記以外に戸籍等の書類が必要な場合があります。

保険医療助成課
１階 B-6 番窓口
☎ 059-229-3162
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は市民課）

障害基礎年金、寡婦年金、遺族基礎年金を受給中の方
手続き内容 期　限

未支給年金の請求 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の年金証書（あれば）
□ 請求者名義の預金通帳
□ 請求者のマイナンバーカード、運転免許証 等
※上記以外に戸籍等の書類が必要な場合があります。
※受給状況によって、窓口が年金事務所等になる場合があります。

保険医療助成課
１階 B-6 番窓口
☎ 059-229-3162​
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は市民課）
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国民健康保険に加入している方または国民健康保険の加入者がいる世帯主の方

5．国保に関する手続き

手続き内容 期　限

資格喪失及び世帯主変更届 亡くなられた日から14日以内
必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の資格確認書または資格情報のお知らせ、各種
認定証（世帯主の変更により、世帯員の資格確認書または資格
情報のお知らせ等が必要になる場合があります。）

□ 手続きする方の本人確認ができるもの（マイナンバーカード、
　 運転免許証 等）
□ 「亡くなられた方」、「葬祭を行った方（喪主）」及び「葬祭を行っ

たこと」がわかるもの（会葬礼状、喪主宛の請求書 等）
□ 葬祭費の振込口座がわかるもの（原則、喪主に支給）
※上記以外に戸籍等の書類が必要になる場合があります。

保険医療助成課
１階 B-7 番窓口
☎ 059-229-3160
または、各総合支所市民
福祉課（久居総合支所は市
民課）、各出張所​

手続き内容 期　限

資格確認書または資格情報のお知らせの返還、差替え 亡くなられた日から14日以内
必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の資格確認書または資格情報のお知らせ、各種
認定証（世帯主の変更により、世帯員の資格確認書または資格
情報のお知らせ等が必要になる場合があります。）

□ 手続きする方の本人確認ができるもの（マイナンバーカード、
　 運転免許証 等）
□ 「亡くなられた方」、「葬祭を行った方（喪主）」及び「葬祭を行っ

たこと」がわかるもの（会葬礼状、喪主宛の請求書 等）
□ 葬祭費の振込口座がわかるもの（原則、喪主に支給）
※上記以外に戸籍等の書類が必要になる場合があります。

保険医療助成課
１階 B-7 番窓口
☎ 059-229-3160
または、各総合支所市民
福祉課（久居総合支所は市
民課）、各出張所​

手続き内容 期　限

葬祭費支給申請 葬祭を行った日の翌日から
２年以内

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の資格確認書または資格情報のお知らせ、各種
認定証（世帯主の変更により、世帯員の資格確認書または資格
情報のお知らせ等が必要になる場合があります。）

□ 手続きする方の本人確認ができるもの（マイナンバーカード、
　 運転免許証 等）
□ 「亡くなられた方」、「葬祭を行った方（喪主）」及び「葬祭を行っ

たこと」がわかるもの（会葬礼状、喪主宛の請求書 等）
□ 葬祭費の振込口座がわかるもの（原則、喪主に支給）
※上記以外に戸籍等の書類が必要になる場合があります。

保険医療助成課
１階 B-7 番窓口
☎ 059-229-3160
または、各総合支所市民
福祉課（久居総合支所は市
民課）、各出張所​
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65歳以上の方または要介護・要支援認定を受けている方
手続き内容 期　限

介護保険被保険者証の返還 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の介護保険被保険者証
□ 手続きをする方の本人確認書類（マイナンバーカード、
　 運転免許証 等）

介護保険課
１階 C-9 番窓口
☎ 059-229-3149
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は市民課）

手続き内容 期　限

各種文書等の送付先の変更 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の介護保険被保険者証
□ 手続きをする方の本人確認書類（マイナンバーカード、
　 運転免許証等）

介護保険課
１階 C-9 番窓口
☎ 059-229-3149
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は市民課）

6．介護保険に関する手続き

高額介護サービス費等を受給している方
手続き内容 期　限

振込先口座の変更 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 相続人代表となる方の印鑑（本人自署の場合は不要）
□ 相続人代表となる方の振込先口座のわかるもの

介護保険課
１階 C-9 番窓口
☎ 059-229-3149
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は市民課）
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紙おむつ等の給付を受けている方

7．高齢福祉に関する手続き

手続き内容 期　限

紙おむつ等の給付の中止 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

特になし 高齢福祉課
１階 E-11 番窓口
☎ 059-229-3156
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は福祉課）

配食サービスを受けている方

緊急通報装置の貸与を受けている方

手続き内容 期　限

配食サービスの中止 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

特になし 高齢福祉課
１階 E-11 番窓口
☎ 059-229-3156
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は福祉課）

MEMO  

手続き内容 期　限

緊急通報装置の撤去、返還 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

特になし 高齢福祉課
１階 E-11 番窓口
☎ 059-229-3156
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は福祉課）
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8．福祉に関する手続き

7．高齢福祉に関する手続き

徘徊SOSネットワーク津に登録されている方
手続き内容 期　限

登録の廃止 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

特になし 高齢福祉課
１階 E-11 番窓口
☎ 059-229-3156
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は福祉課）

三重おもいやり駐車場利用証をお持ちの方
手続き内容 期　限

駐車場利用証の返還 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の三重おもいやり駐車場利用証 福祉政策課
１階 F-12 番窓口
☎ 059-229-3283
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は福祉課）
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自立支援医療（精神通院医療、更生医療または育成医療）受給者証をお持ちの方

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

MEMO  

9．障がいに関する手続き

手続き内容 期　限

手帳の返還 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の各手帳 障がい福祉課
１階 G-13 番窓口
☎ 059-229-3157
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は福祉課）

手続き内容 期　限

受給者証の返還 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の自立支援医療受給者証 障がい福祉課
１階 G-13 番窓口
☎ 059-229-3157
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は福祉課）
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【心身障がい者の保護者の方が亡くなられた時】

【心身障がい者の方が亡くなられた時】

三重県心身障害者扶養共済制度に加入している方

手続き内容 期　限

年金給付の請求 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 死亡診断書（死体検案書）
□ 住民票（心身障がい者）
□ 住民票除票（加入者）
□ 加入証書（無ければ不要）

障がい福祉課
１階 G-13 番窓口
☎ 059-229-3157
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は福祉課）

手続き内容 期　限

弔慰金請求 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 住民票（加入者）
□ 住民票除票（心身障がい者）
□ 加入証書（無ければ不要）

障がい福祉課
１階 G-13 番窓口
☎ 059-229-3157
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は福祉課）

9．障がいに関する手続き

特別障害者手当、経過的福祉手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当、
津市心身障害児童福祉年金、津市重度心身障害者等介護手当を受給している方

手続き内容 期　限

資格喪失届の提出 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 相続される方の印鑑
□ 相続される方の振込先口座がわかるもの

障がい福祉課
１階 G-13 番窓口
☎ 059-229-3157
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は福祉課）
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9．障がいに関する手続き

障害福祉サービス受給者証、地域生活支援事業受給者証及び通所受給者証をお持ちの方
手続き内容 期　限

受給者証の返還 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の受給者証 障がい福祉課
１階 G-13 番窓口
☎ 059-229-3157
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は福祉課）

重度障害者等紙おむつ等購入費助成事業を利用されている方
手続き内容 期　限

資格喪失届の提出 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

特になし 障がい福祉課
１階 G-13 番窓口
☎ 059-229-3157
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は福祉課）
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視覚障害者タクシー料金助成事業を利用されている方
手続き内容 期　限

タクシー乗車券の返還 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の視覚障害者タクシー乗車券 障がい福祉課
１階 G-13 番窓口
☎ 059-229-3157
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は福祉課）

9．障がいに関する手続き
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原動機付自転車（125cc以下）、小型特殊自動車を所有している方

10．軽自動車に関する手続き

手続き内容 期　限

名義変更または廃車
毎年４月１日時点の所有者（使用者）に軽自動車税が課税されます。早
めの手続きをお願いします。

速やかに

必要なもの 問い合わせ先

車両を引き続き使用する場合（名義変更手続き）
□ 相続人からの譲渡証明書
□ 標識交付証明書（紛失した場合は不要）

車両を処分する場合（廃車手続き）
□ ナンバープレート
□ 標識交付証明書（紛失した場合は不要）

上記手続きどちらの場合も
□ 同一世帯以外の相続人が来訪される場合は、相続関係が確認

できる書類（戸籍謄本等）
□ 相続人以外が手続きされる場合は、相続人からの委任状

市民税課 
２階 A-1 番窓口
☎ 059-229-3129​
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は市民課）

手続き内容 期　限

市税納税通知書等収受代表者届出書の提出 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 手続きする方（相続人）のマイナンバーカード、運転免許証等の
本人確認書類

□ 相続人以外の方が来庁される場合は、相続人からの委任状

市民税課
２階 A-3 番窓口
☎ 059-229-3129​
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は市民課）

軽自動車を所有している方
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11．税に関する手続き

市・県民税が課税されている方
手続き内容 期　限

市税納税通知書等収受代表者届出書の提出 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 手続きする方（相続人）のマイナンバーカード、運転免許証等の
本人確認書類

□ 相続人以外の方が来庁される場合は、相続人からの委任状

市民税課
２階 A-２番窓口
☎ 059-229-3130
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は市民課）
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12．固定資産に関する手続き

固定資産をお持ちの方
手続き内容 期　限

現所有者申告書による現所有者（相続人代表）の指定
固定資産税・都市計画税は、賦課期日（毎年1月1日）現在、 登記
簿または土地・家屋補充課税台帳に登記または登録されている方
（所有者）に課税されます。所有者が亡くなられた場合には、その
土地または家屋を現に所有している者（現所有者）が納税義務者と
なり、現所有者であることを知った日の翌日から４か月以内に申告
が必要です。事務処理の都合上、お早めのご提出をお願いします。
なお、この申告と登記（相続登記等）が両方なされた場合は、登記
が優先されます。

現所有者であることを知っ
た日の翌日から４か月以内

必要なもの 問い合わせ先

□ 現所有者代表者の認印（自署であれば押印省略可）
※基本的には必要な持ち物はありませんが、個別の状況に応じて、
　別途書類が必要となる場合がありますのでお問い合わせください。

資産税課 ２階 D-5 番窓口
☎ 059-229-3131（土地）
☎ 059-229-3132（家屋）
資産税課分室
☎ 059-255-8826

（久居庁舎３階 津市久居新
町 3006 ポルタひさい内）

未登記家屋をお持ちの方
手続き内容 期　限

未登記家屋（登記されていない家屋）所有者の変更
※�個別の状況に応じて、手続きをご案内しますのでお問い合わせくだ
さい。

速やかに

必要なもの 問い合わせ先

遺産分割協議書等、新たな所有者を示す書類や資料が必要になります
ので、相続人間での協議が終了しましたら、なるべく早くご提出くださ
い。

資産税課 ２階 D-5 番窓口
☎ 059-229-3132
資産税課分室
☎ 059-255-8826

（久居庁舎３階 津市久居新
町 3006 ポルタひさい内）
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13．こどもに関する手続き

児童手当、児童扶養手当支給対象の方（児童・保護者）

【亡くなられた方が児童の場合】
手続き内容 期　限

受給事由消滅届、額改定届
支給対象児童が亡くなられた場合、死亡日の属する月までの手当が支給され
ます。亡くなられた児童のみが支給対象児童の場合、消滅届が必要です。また、
亡くなられた児童以外に支給対象児童がいる場合、額改定届が必要です。

※各手続きについては、個別の状況に応じてご案内します。

【児童手当】
亡くなられた日の翌日から
15日以内
【児童扶養手当】
速やかに

必要なもの 問い合わせ先

※個別の状況に応じてご案内します。 こども政策課 3 階
☎ 059-229-3155
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は福祉課）

【亡くなられた方が保護者の場合】
手続き内容 期　限

受給事由消滅届、受給者死亡届の提出及び未支払手当の請求、
新規認定請求
未支払いの手当がある場合は、支給対象児童に支払われます。新たに
支給対象児童を養育する方について、新規認定請求が必要です。

※各手続きについては、個別の状況に応じてご案内します。

【児童手当】
亡くなられた日の翌日から
15日以内もしくは当月中
【児童扶養手当】
速やかに

必要なもの 問い合わせ先

※個別の状況に応じてご案内します。 こども政策課 3 階
☎ 059-229-3155
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は福祉課）
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13．こどもに関する手続き

保育所等在園児の保護者の方
手続き内容 期　限

教育・保育給付認定の申請内容変更届出書の提出
※個別の状況に応じてご案内します。

速やかに

必要なもの 問い合わせ先

特になし 保育こども園課 ３階
☎ 059-229-3167
または各総合支所市民福祉課

（久居総合支所は福祉課）
在園中の各保育所 等
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14．環境に関する手続き

犬を所有している方

亡くなられた方のお住まいが空き家になる方

手続き内容 期　限

所有者の変更
※個別の状況に応じてご案内します。

亡くなられた日から30日以内

必要なもの 問い合わせ先

※個別の状況に応じてご案内します。 環境保全課  6 階
☎ 059-229-3282
または各総合支所地域振興課

手続き内容 期　限

適切な管理のお願い 等
①空き家については、定期的に状態を確認し、施錠や除草、
　庭木の剪定等、適切な管理をお願いします。
②空き家に関しては、ワンストップの相談窓口があります。
　各種専門家団体等をご案内します。

特になし

必要なもの 問い合わせ先

特になし 環境保全課  6 階
☎ 059-229-3398
または各総合支所地域振興課
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15．農業に関する手続き

農業者年金に加入または受給中の方
手続き内容 期　限

死亡届（年金）​
最寄りの農協を経由して、独立行政法人農業者年金基金へご提出ください。

亡くなられた日から10日以内

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の年金証書
□ 亡くなられた方と未支給年金を請求される方との続柄を確認で

きる書類（戸籍謄本、住民票の写し 等）
□ 未支給年金を請求される方の預貯金通帳
※上記以外に他の書類が必要な場合があるため、事前に農協へご相談
ください。

津安芸農協・みえなか農協
の各支店でお手続きをお
願いします。

手続き内容 期　限

未支給年金の請求
最寄りの農協を経由して、独立行政法人農業者年金基金へご提出ください。

亡くなられた日から10日以内

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の年金証書
□ 亡くなられた方と未支給年金を請求される方との続柄を確認で

きる書類（戸籍謄本、住民票の写し 等）
□ 未支給年金を請求される方の預貯金通帳
※上記以外に他の書類が必要な場合があるため、事前に農協へご相談
ください。

津安芸農協・みえなか農協
の各支店でお手続きをお
願いします。

農地を相続された方
手続き内容 期　限

農地法第３条の３の規定による届出 相続の権利取得を知った
日から、概ね10か月以内

必要なもの 問い合わせ先

□ 相続した農地の明細がわかるもの 農業委員会事務局 ６階
☎ 059-229-3176
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16．市営住宅に関する手続き

17．林業に関する手続き

市営住宅に入居されている方

森林を相続された方

手続き内容 期　限

【名義人が死亡し同居親族がいる場合】
市営住宅入居者名義変更承認申請書及び市営住宅同居者異動報告
書の提出、契約変更の説明

【同居者が死亡した場合】
市営住宅同居者異動報告書の提出

【単身者が死亡した場合】
　市営住宅等返還届出書の提出及び住居の片付け等の説明

速やかに

必要なもの 問い合わせ先

特になし 市営住宅課 ６階
☎ 059-229-3190
市営住宅課分室
☎ 059-255-8853

（久居庁舎１階 津市久居新
町 3006 ポルタひさい内）

手続き内容 期　限

森林法第10条の7の2第1項の規定による届出 登記が変更されてから90
日以内

必要なもの 問い合わせ先

□ 相続した森林の所有権を有することを証明できる書類（登記事
項証明書、遺産分割協議の目録等の写し）

□ 当該森林の位置を示す地図

林業振興室
☎ 059-262-7025

（白山庁舎２階 津市白山町
川口 892）
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18．上水道・下水道に関する手続き

上水道・下水道を使用している方
手続き内容 期　限

水道使用者の変更等（下水道等を含む） 速やかに
必要なもの 問い合わせ先

※右記の「津市上下水道サービスセンター」へお電話ください。
※下水道に接続しており井戸水等を使用している世帯、農業集落排水を
使用している世帯等は、別途書類が必要な場合があります。

津市上下水道サービスセンター
☎ 059-237-5821（受付）

（上下水道庁舎１階 津市殿村５）
上下水道管理局 営業課
☎ 059-237-5805

（上下水道庁舎２階 津市殿村５）

手続き内容 期　限

登録口座の変更（変更が必要な場合） 速やかに
必要なもの 問い合わせ先

□ 預金通帳
□ 銀行届出印
□ ご使用水量のお知らせ等水栓番号のわかるもの
※上記を持参の上、振替を依頼する金融機関へ届出してください。

津市上下水道サービスセンター
☎ 059-237-5821（受付）

（上下水道庁舎１階 津市殿村５）
上下水道管理局 営業課
☎ 059-237-5805

（上下水道庁舎２階 津市殿村５）

公共下水道受益者負担金（分担金）を納付中または徴収猶予中の方
手続き内容 期　限

受益者の変更 速やかに
必要なもの 問い合わせ先

□ 通知書番号（納入通知書） 津市上下水道サービスセンター
☎ 059-237-5821（受付）

（上下水道庁舎１階 津市殿村５）
上下水道管理局 営業課
☎ 059-239-1031

（上下水道庁舎２階 津市殿村５）

手続き内容 期　限

登録口座の変更（変更が必要な場合） 速やかに
必要なもの 問い合わせ先

□ 預金通帳　□ 銀行届出印
※上記を持参の上、振替を依頼する金融機関へ届出してください。

津市上下水道サービスセンター
☎ 059-237-5821（受付）

（上下水道庁舎１階 津市殿村５）
上下水道管理局 営業課
☎ 059-239-1031

（上下水道庁舎２階 津市殿村５）
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就学援助申請者の方
手続き内容 期　限

就学援助の変更申請
※個別の状況に応じて、手続きをご案内します。

速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 印鑑 教育委員会事務局 学校教育部
学校教育課
☎ 059-229-3245

（津市教育委員会庁舎２階
津市西丸之内 37-8）
または各教育事務所

19．教育に関する手続き

幼稚園在園児の保護者の方
手続き内容 期　限

教育・保育給付認定の申請内容変更届出書の提出
※個別の状況に応じて、手続きをご案内します。

速やかに

必要なもの 問い合わせ先

※個別の状況に応じて、ご案内します。 教育委員会事務局 学校教育部
学校教育課
☎ 059-229-3391

（津市教育委員会庁舎２階
津市西丸之内 37-8）
または在園中の幼稚園

国・県・市の指定有形文化財、史跡及び国登録有形文化財を相続された方
手続き内容 期　限

所有者の変更
※個別の状況に応じて、手続きをご案内します。

速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 文化財指定書もしくは登録証 教育委員会事務局 教育総務部
生涯学習課
☎ 059-229-3251

（津市教育委員会庁舎２階
津市西丸之内 37-8）

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
以
外
の
手
続
き

市
役
所
の
手
続
き

委
任
状

広
告
掲
載
事
業
者



31 32

19．教育に関する手続き

図書館カードをお持ちの方

借りている図書館の本や視聴覚資料がある方

手続き内容 期　限

図書館カードの返納 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の図書館カード 津図書館
☎ 059-229-3321
またはその他の津市図書
館の各館・各室

手続き内容 期　限

貸出本、視聴覚資料の返却 速やかに

必要なもの 問い合わせ先

□ 借りている図書館の本
□ 視聴覚資料

津図書館
☎ 059-229-3321
またはその他の津市図書
館の各館・各室
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津市役所本庁舎 フロアマップ
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津市役所本庁舎 フロアマップ
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所 有 者 不 明 土 地 の 解 消 に 向 け て
市役所本庁舎以外の連絡先等一覧

施設名 所在地 電話番号
市外局番（059） 窓口受付時間

津市上下水道庁舎
（津市上下水道サービスセンター） 津市殿村5	

津市上下水道サービスセンター
	 ☎237-5821

平日
8:30～17:15

営業課	 ☎237-5805

平日
8:45～16:00

津市教育委員会庁舎 津市西丸之内37-8 学校教育課	 ☎229-3391
生涯学習課	 ☎229-3251

林業振興室
（白山庁舎２階） 津市白山町川口892 ☎262-7025

総合支所名 所在地 電話番号
市外局番（059） 窓口受付時間

久居総合支所 津市久居新町3006
ポルタひさい内

市民課	 ☎255-8824
福祉課	 ☎255-8827
地域振興課	☎255-8812
生活課	 ☎255-8839

平日
8:45～16:00

河芸総合支所 津市河芸町浜田808 市民福祉課	 ☎244-1702
地域振興課	☎244-1700

芸濃総合支所 津市芸濃町椋本6141-1 市民福祉課	 ☎266-2513
地域振興課	☎266-2510

美里総合支所 津市美里町三郷48-1 市民福祉課	 ☎279-8113
地域振興課	☎279-8111

安濃総合支所 津市安濃町東観音寺483 市民福祉課	 ☎268-5514
地域振興課	☎268-5511

香良洲総合支所 津市香良洲町1878 市民福祉課	 ☎292-4301
地域振興課	☎292-4374

一志総合支所 津市一志町田尻593-2 市民福祉課	 ☎293-3002
地域振興課	☎293-3000

白山総合支所 津市白山町川口892 市民福祉課	 ☎262-7013
地域振興課	☎262-7011

美杉総合支所 津市美杉町八知5580-2 市民福祉課	 ☎272-8083
地域振興課	☎272-8080

総 合 支 所
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市役所本庁舎以外の連絡先等一覧

出張所名 所在地 電話番号
市外局番（059） 窓口受付時間

一身田出張所 津市一身田町293-3 ☎232-2019
平日
8:45～16:00神戸出張所 津市神戸739-1 ☎228-2964

高茶屋出張所 津市高茶屋四丁目37-59 ☎234-2774

高野尾出張所 津市高野尾町5417-1 ☎230-0073

平日
9:00～16:00

大里出張所 津市大里睦合町1292-1 ☎230-1195

白塚出張所 津市白塚町5205 ☎232-3004

栗真出張所 津市栗真町屋町836-1 ☎232-3009

安東出張所 津市納所町234 ☎228-4786

櫛形出張所 津市分部1192-1 ☎237-0852

片田出張所 津市片田井戸町16-1 ☎237-0002

藤水出張所 津市藤方1491-2 ☎228-3673

雲出出張所 津市雲出本郷町1388-1 ☎234-3213

栗葉出張所 津市森町286 ☎252-0332

平日
8:45～16:00

榊原出張所 津市榊原町5108-1 ☎252-0220

千里ヶ丘出張所 津市河芸町千里ヶ丘14 ☎245-0259

波瀬出張所 津市一志町波瀬4332-2 ☎294-7004

家城出張所 津市白山町南家城851-3 ☎262-3004

大三出張所 津市白山町二本木1001-253 ☎262-0109

倭出張所 津市白山町中ノ村581 ☎262-0106

八ツ山出張所 津市白山町八対野994-1 ☎262-0201

竹原出張所 津市美杉町竹原2777 ☎262-3014

太郎生出張所 津市美杉町太郎生2120 ☎273-0222

伊勢地出張所 津市美杉町石名原1681 ☎274-0223

八幡出張所 津市美杉町奥津1288-8 ☎274-0222

多気出張所 津市美杉町上多気1031 ☎275-0222

下之川出張所 津市美杉町下之川6115 ☎276-0222

出 張 所
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津市教育委員会庁舎・津市上下水道庁舎 マップ

津市教育委員会庁舎
津市西丸之内３７-８

津市上下水道庁舎（津市上下水道サービスセンター）
津市殿村５

津市役所

本庁舎

津リージョン
プラザ

津図書館

お城西公園

立体
駐車場

津市役所
一般駐車場

教育総務課 059-229-3241

学校教育課 059-229-3391

教育研究支援課 059-229-3288

人権教育課 059-229-3253

生涯学習課 059-229-3251

※教育委員会庁舎の駐車場には限りがあります
ので、津市役所駐車場をご利用ください。

津ＩＣ

上下水道
サービスセンター 059-237-5821

営業課 059-237-5805

近
鉄

津
新
町
駅

中 

勢 

バ 

イ 

パ 

ス

伊 

勢 

自 

動 

車 

道

伊勢自動車道
津ＩＣ

津市役所
本庁舎

お城西公園

津市役所
一般駐車場

サオリーナ
津市

中消防署
西分署

Ｊ
Ａ

- -２４

ガ
ソ
リ
ン

ス
タ
ン
ド

津市教育
委員会庁舎

津市
上下水道
庁舎

津
リージョン

プラザ

津図書館
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を代理人に定め、下記の書類等の交付申請及び受領、手続きを委任します。

必要な書類、手続きに☑をしてください。

どなたの 故人 （ ） 委任者 その他 （ ）

委　任　状 【死亡に関する手続き用】

私は、下記の者

代
住　　所

※マンション・アパート名・部屋番号・方書も記入してください。

理

氏　　名

人
生年月日 明治・大正・昭和・平成・西暦 年 月 日

（宛先）津　市　長

令和 年 月 日

※本委任状があっても、届出内容等に誤りがあった場合は、受付ができません。

委
住　　所

※マンション・アパート名・部屋番号・方書も記入してください。

任
氏　　名 印

者
※自署でない場合は、記名と押印が必要です。

生年月日 明治・大正・昭和・平成・西暦 年 月 日

委任状の注意事項
※代理人の欄を含め、必ず委任する方が全て記入し、署名又は記名押印をしてください。

　がありますので、事前にご確認ください。

※本委任状とともに、代理人の方の本人確認ができるもの（マイナンバーカード、運転免許証 等）
　が必要です。
※手続き内容や取得する証明書等によっては、申請者が相続人とわかる書類（戸籍等）が必要となる
　場合があります。また、相続人の方が来庁できない場合は、相続人の方の委任状が必要となる場合

① 戸籍 除籍 原戸籍 附票 身分証明書（委任者本人）

謄本（全員） 抄本（個人） 通

世帯全員のもの 個人のもの

③ 固定資産課税台帳の写し ④ 評価証明書 通通

⑤ （ ）その他 通

⑥ 原付・小型特殊自動車の名義変更または廃車に関する手続き

⑦ （故人）の死亡に伴う手続き事項一式

通

②

使用目的

本籍・筆頭者

国籍・地域 在留関連世帯主との続柄

住民票の写し（必要な特記事項があれば☑してください）

日本国籍の方 ⇒ 世帯主との続柄

マイナンバー 委任者の住所へ郵送となります。
（注）故人のマイナンバーは記載できません。

日本国籍以外の方 ⇒

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

市
役
所
以
外
の
手
続
き

委
任
状

市
役
所
の
手
続
き

広
告
掲
載
事
業
者
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広告掲載に関するお問い合わせ　03-6866-0885 （株式会社鎌倉新書）

掲載している広告内容については、 津市が保証しているものではありません。41
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